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す
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国
連
に
お
け
る
先
住
民
族
の
権
利
宣
言
を
受
け
て
の
我
が
国
政
府
の
取
り
組
み
に
関
す
る
第
三
回
質
問
主
意
書

「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
六
八
第
二
〇
五
号
）
を
踏
ま
え
、
再
度
質
問
す
る
。

一

二
〇
〇
七
年
九
月
十
三
日
、
国
連
総
会
の
本
会
議
で
、
先
住
民
族
の
権
利
に
関
す
る
国
連
宣
言
（
以
下
、
「
先
住
民
族
宣

言
」
と
い
う
。
）
が
賛
成
多
数
で
採
択
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
、
「
先
住
民
族
宣
言
」
の
我
が
国
国
内
に
お
け
る
周
知
を
担
当

す
る
外
務
省
総
合
外
交
政
策
局
よ
り
、
一
九
九
七
年
五
月
七
日
に
開
か
れ
た
第
一
四
〇
回
国
会
衆
議
院
内
閣
委
員
会
に
お
け

る
石
崎
岳
衆
議
院
議
員
の
質
問
に
対
す
る
当
時
の
貝
谷
俊
男
外
務
省
総
合
外
交
政
策
局
国
際
社
会
協
力
部
人
権
難
民
課
長
の

答
弁
（
以
下
、
「
貝
谷
答
弁
」
と
い
う
。
）
に
あ
る
と
お
り
、
関
係
省
庁
と
ど
の
よ
う
な
相
談
が
行
わ
れ
て
い
る
か
と
の
問

い
に
対
し
、
「
前
回
答
弁
書
」
で
は
「
国
土
交
通
省
や
文
部
科
学
省
等
の
関
係
省
庁
に
お
い
て
は
、
二
に
つ
い
て
で
述
べ
た

内
容
の
周
知
を
受
け
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
十
九
年
十
月
五
日
内
閣
衆
質
一
六
八
第
五
三
号
）
三
及
び
四
に
つ
い
て
で
述
べ

た
よ
う
な
考
え
を
共
有
し
、
施
策
へ
の
協
力
又
は
施
策
の
推
進
に
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ

れ
て
い
る
が
、
前
回
質
問
主
意
書
で
問
う
た
、
「
先
住
民
族
宣
言
」
が
採
択
さ
れ
て
か
ら
「
貝
谷
答
弁
」
に
あ
る
よ
う
な
相

談
を
す
る
た
め
、
具
体
的
に
ど
の
様
な
協
議
が
行
わ
れ
て
き
て
い
る
の
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
協
議
が
行
わ
れ
た

回
数
、
具
体
的
日
に
ち
、
出
席
者
の
官
職
氏
名
、
そ
し
て
ど
の
様
な
こ
と
が
協
議
さ
れ
た
の
か
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
再
度

一



求
め
る
。

二

「
前
回
答
弁
書
」
で
は
、
「
貝
谷
答
弁
」
に
あ
る
相
談
に
つ
い
て
、
「
お
尋
ね
の
『
機
関
』
は
設
置
さ
れ
て
い
な
い
。
」

と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
何
ら
か
の
協
議
機
関
を
設
け
る
こ
と
な
く
、
「
先
住
民
族
宣
言
」
の
趣
旨
に
あ
る
施
策
を

実
現
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
政
府
は
認
識
し
て
い
る
の
か
。

三

二
で
、
政
府
が
何
ら
か
の
協
議
機
関
を
設
け
る
こ
と
な
く
「
先
住
民
族
宣
言
」
の
趣
旨
に
あ
る
施
策
を
実
現
す
る
こ
と
は

可
能
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
根
拠
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


